受 託 研 究 申 込 書

　　年　　月　　日

国立大学法人神戸大学〇〇研究科長　殿

　（申込機関）
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

以下の研究成果の取扱いにおける基本的な考え方を確認し、これを尊重することを約したうえで、下記のとおり受託研究を申込みます。

・本受託研究の実施に基づき研究成果および当該研究成果たる発明等に係る知的財産権（以下「研究成果等」という。）が生じた場合には、当該研究成果等は本受託研究の成果として取り扱われること。
・貴学が公的教育研究機関であり、その責務として研究成果等を公表又は社会実装等を通じて社会に還元し、公益に資する必要があること。
・貴学が公的教育研究機関であり、自ら営利を目的とする事業活動を行うことができないこと、ならびに研究成果等の社会実装等に当たっては当社の理解と協力が重要となること。
・研究成果等は、受託研究経費の負担に加え、貴学の知見、人件費、施設・設備等を用いて本受託研究を実施することにより生じるものであり、これらは国費その他の公的資金が用いられていること。このことから、これらの使用により利益を受ける場合には、適切な費用負担が必要となること。
・研究成果等の使用により収益が生じた場合には、当該研究成果等を創出した自己に属する研究分担者等に対し、特許法第35条その他の関係法令および所属機関の規則等に基づき、相当の利益を受けさせる義務を負うこと。

記

１．研究代表者	：
２．研究題目	：
３．研究期間	：
４．研究に要する経費（税込み）	：


５．研究分野区分
	ライフサイエンス　/　情報通信　/　環境　/　ナノテクノロジー
	物質・材料　/　エネルギー　/　宇宙開発　/　海洋開発　/　その他

６．その他参考事項（省庁等から補助金等を受けられた場合は，制度名称等をご記入ください。）




７．特別な管理を必要とする営業秘密情報の提供　　有　☐
「営業秘密情報」とは、経済的に有用であり非公知な秘密管理下にある情報をいい、不正競争防止法及び受託研究契約書により保護されます。本研究で本学に開示する営業秘密のうち、通常の営業秘密よりも特別な管理を必要とする情報が有る場合は、上記□にチェックを入れてください。研究過程で開示する場合は、都度お申出ください。該当がある場合は別途申込書を作成いだき、打合せのうえ管理方法を決定します。なお、管理費用の一部負担をお願いする場合があります。

８．本受託研究経費におけるＰＩ人件費の支出について　　許可する　☐
「ＰＩ人件費」とは、ＰＩ（研究代表者等）の希望に応じ、研究活動に従事するエフォート比率による算出のもと、当該研究経費（直接経費）からＰＩの人件費充当額の支出をおこなうことができる制度をいい、本制度により研究機関は、従前よりＰＩの人件費として支出していた財源を、研究者のパフォーマンス向上や機関の研究力強化に資する取組への活用費として充当が可能となり、研究者及び研究機関双方の研究力の向上による社会貢献が期待されます。本制度の適応を許可いただけます場合は、上記□にチェックを入れてください。

９．本受託研究費における神戸大学承認ＴＬＯ活動経費の支出について　許可する　☐
「神戸大学承認ＴＬＯ活動経費」とは、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）に則り、承認ＴＬＯが研究課題解決や研究成果の活用促進にかかる支援をおこなうために当該研究経費（直接経費）から経費の支出をおこなうことができる制度をいい、本制度により研究機関は、当該研究にかかる大学との連携および協力を円滑に進めることが可能となり、また更なる研究成果の創出および活用が期待されます。本制度の適応を許可いただけます場合は、上記□にチェックを入れてください

１０．特別試験研究費税額控除制度の利用　　希望する　☐
以上
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